
短期入所利用料金 

令和３年８月１日改正 

（１）短期入所療養介護費 

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度、利用される部屋及び負担割合証によ

って短期入所療養介護費が異なります。以下は、１日当たりの自己負担額です。（２割負担

の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

部屋 

介護度 
多床室（加算型） 従来型個室（加算型） ユニット型個室（加算型） 

１割負担の場合 １割負担の場合 １割負担の場合 

要介護１ ８２７円／日 ７５２円／日 ８３３円／日 

要介護２ ８７６円／日 ７９９円／日 ８７９円／日 

要介護３ ９３９円／日 ８６１円／日 ９４３円／日 

要介護４ ９９１円／日 ９１４円／日 ９９７円／日 

要介護５ １,０４５円／日 ９６６円／日 １,０４９円／日 

 

部屋 

介護度 
多床室（強化型） 従来型個室（強化型） ユニット型個室（強化型） 

１割負担の場合 １割負担の場合 １割負担の場合 

要介護１ ８７５円／日 ７９４円／日 ８７９円／日 

要介護２ ９５１円／日 ８６７円／日 ９５５円／日 

要介護３ １,０１４円／日 ９３０円／日 １,０１８円／日 

要介護４ １,０７１円／日 ９８８円／日 １,０７５円／日 

要介護５ １,１２９円／日 １,０４４円／日 １,１３３円／日 

※施設は、運営状況により「加算型」の場合と「強化型」の場合がありますので、事前にご

確認ください。 

 

（２）居住費及び食費 

部屋 

段階 
多床室 従来型個室 ユニット型個室 食 費 

第１段階 ０円／日 ４９０円／日 ８２０円／日 ３００円／日 

第２段階 ３７０円／日 ４９０円／日 ８２０円／日 ６００円／日 

第３段階① ３７０円／日 １,３１０円／日 １,３１０円／日 １,０００円／日 

第３段階② ３７０円／日 １,３１０円／日 １,３１０円／日 １,３００円／日 

第４段階 ３７７円／日 １,６６８円／日 ２,００６円／日 １,５５０円／日 

※利用者の居住費・食費の段階の基準 

第１段階 
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 

・生活保護を受給されている方 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額８０万円以下の方 

第３段階① 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額８０万円を越えて１２０万円以下の方 

第３段階② 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額１２０万円を越える方 

第４段階 ・住民税世帯課税の方 



１日３食の食費の内訳は、朝食（４００円）、昼食（６５０円）、夕食（５００円）ですので、

入退所日及び外出等により１日３食とられない場合は、食された料金のみお支払いいただきます。 

なお、負担限度額認定を受けている場合は、各段階の上限額以上にお支払いいただくことは

ありません。 

 

（３）加算料金（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

項 目 １割負担 概 要 

夜勤職員の配置加算 ２４円／日 
利用者の数が２０又はその端数を増すごとに１以上の数

の夜勤を行う介護・看護職員を配置している場合に加算され

ます。 

個別リハビリテーション

実施加算 
２４０円／日 

利用者ごとの個別リハビリテーション計画を作成し、計画

に基づき実施。 

認知症・心理症状緊急

対応加算 
２００円／日 

認知症行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が

困難であり、緊急に短期入所療養介護を行った場合に７日を

限度に加算されます。 

若年性認知症利用者

受入加算 
１２０円／日 若年性認知症利用者の受入れ。 

緊急短期入所受入加

算 
９０円／日 

居宅サービス計画に位置づけられていない緊急利用者を

受け入れた場合に加算されます。 

重度療養管理加算 １２０円／日 
要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態であ

る利用者を受け入れた場合に加算されます。 

送迎加算（片道） １８４円／回 送迎を実施した場合に加算されます。 

療養食加算 ８円／回 
医師の食事せんに基づく腎臓病食や糖尿病食等の提供を

行った場合に１食あたりにつき加算されます。 

緊急時治療管理加算 ５１１円／日 
利用者の様態が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行

った場合に加算されます。 

総合医学管理加算 ２７５円／日 

治療管理を目的とした利用者に対して、診療方針を定め、

投薬、検査、注射、処置等を行い、利用者の主治の医師に対

して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必

要な情報の提供を行った場合に加算されます。 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅰ） 
３４円／日 

「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」等チェック表において

算定した数が４０以上の場合に加算されます。 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅱ） 
４６円／日 

「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」等チェック表において

算定した数が７０以上の場合に加算されます。 

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ） 
２２円／日 

介護職員のうち介護福祉士が８０％以上、もしくは勤続１

０年以上の介護福祉士が３５％以上の場合に加算されます。 

介護職員処遇改善加

算 
｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×29÷1,000｝円／月 

介護職員等特定処遇

改善加算 
｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×21÷1,000｝円／月 

 

（４）その他の費用 

項 目 利用者負担金額 概  要 

テレビ利用料 ７００円／月 テレビ１点につき。 

管理料 ５００円／月 冷蔵庫等の電気製品１点につき。 



日用品費 ９０円／日 

石けん、シャンプー、ティッシュペーパー、バスタオル、

おしぼり等の費用であり、施設で用意する物を利用され

る場合にお支払い頂きます。 

洗濯代 実費 私物の洗濯を依頼された場合にお支払い頂きます。 

特別な食事 実費 
通常の食事に加えて食事サービスが必要な場合にお支払

い頂きます。 

理容・美容代 実費 
施設に出入りの業者に調髪を依頼された場合にお支払い

頂きます。 

教養娯楽費 実費 

クラブやレクリエーションで使用する折り紙、粘土等の

材料及び遊具、ビデオソフト等の費用であり、施設で用

意する物を利用頂く場合はお支払い頂きます。 

行事費 実費 
お茶会やドライブ、観劇等の費用や講師を招いて実施す

る各教室の費用で、参加された場合にお支払い頂きます。 

健康管理費 実費 
インフルエンザ予防接種に係る費用で希望された場合

や、その他必要な検診にかかる費用をお支払い頂きます。 

死亡診断書 ５,０００円 利用者の希望によって使用される診断書等の文書の発行

費。尚、その際に掛かる検査等の費用につきましては、

別途お支払い頂きます。 
診断書等の文

書発行費 
３,０００円 

 

介護予防短期入所利用料金 

令和３年８月１日改正 

 

（１）介護予防短期入所療養介護費 

介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度、利用される部屋及び負担割合証によ

って介護予防短期入所療養介護費が異なります。以下は、１日当たりの自己負担額です。 

（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

部屋 

介護度 
多床室（加算型） 従来型個室（加算型） ユニット型個室（加算型） 

１割負担の場合 １割負担の場合 １割負担の場合 

要支援１ ６１０円／日 ５７７円／日 ６２１円／日 

要支援２ ７６８円／日 ７２１円／日 ７８２円／日 

 

部屋 

介護度 

多床室（強化型） 従来型個室（強化型） ユニット型個室（強化型） 

１割負担の場合 １割負担の場合 １割負担の場合 

要支援１ ６５８円／日 ６１９円／日 ６６６円／日 

要支援２ ８１７円／日 ７６２円／日 ８２８円／日 

※施設は、運営状況により「加算型」の場合と「強化型」の場合がありますので、事前にご

確認ください。 

 

（２）居住費及び食費 

部屋 

段階 
多床室 従来型個室 ユニット型個室 食 費 

第１段階 ０円／日 ４９０円／日 ８２０円／日 ３００円／日 



第２段階 ３７０円／日 ４９０円／日 ８２０円／日 ６００円／日 

第３段階① ３７０円／日 １,３１０円／日 １,３１０円／日 １,０００円／日 

第３段階② ３７０円／日 １,３１０円／日 １,３１０円／日 １,３００円／日 

第４段階 ３７７円／日 １,６６８円／日 ２,００６円／日 １,５５０円／日 

※利用者の居住費・食費の段階の基準 

第１段階 
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 

・生活保護を受給されている方 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額８０万円以下の方 

第３段階① 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額８０万円を越えて１２０万円以下の方 

第３段階② 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額１２０万円を越える方 

第４段階 ・住民税世帯課税の方 

１日３食の食費の内訳は、朝食（４００円）、昼食（６５０円）、夕食（５００円）ですので、

入退所日及び外出等により１日３食とられない場合は、食された料金のみお支払いいただきます。 

なお、負担限度額認定を受けている場合は、各段階の上限額以上にお支払いいただくことは

ありません。 

 

（３）加算料金 

項 目 １割負担 概 要 

夜勤職員の配置加算 ２４円／日 
利用者の数が２０又はその端数を増すごとに１以上の数

の夜勤を行う介護・看護職員を配置している場合に加算さ

れます。 

個別リハビリテーション

実施加算 
２４０円／日 

利用者ごとの個別リハビリテーション計画を作成し、計

画に基づき実施。 

認知症・心理症状緊急

対応加算 
２００円／日 

認知症行動・心理症状が認められるため、在宅での生活

が困難であり、緊急に短期入所療養介護を行った場合に７

日を限度に加算されます。 

若年性認知症利用者受

入加算 
１２０円／日 若年性認知症利用者の受入れ。 

緊急短期入所受入加算 ９０円／日 
居宅サービス計画に位置づけられていない緊急利用者を

受け入れた場合に加算されます。 

重度療養管理加算 １２０円／日 
要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態で

ある利用者を受け入れた場合に加算されます。 

送迎加算（片道） １８４円／回 送迎を実施した場合に加算されます。 

療養食加算 ８円／回 
医師の食事せんに基づく腎臓病食や糖尿病食等の提供を

行った場合に１食あたりにつき加算されます。 

緊急時治療管理加算 ５１１円／日 
利用者の様態が急変した場合等、緊急時に所定の対応を

行った場合に加算されます。 

総合医学管理加算 ２７５円／日 

治療管理を目的とした利用者に対して、診療方針を定め、

投薬、検査、注射、処置等を行い、利用者の主治の医師に

対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添え

て必要な情報の提供を行った場合に加算されます。 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅰ） 
３４円／日 

「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」等チェック表におい

て算定した数が４０以上の場合に加算されます。 



在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅱ） 
４６円／日 

「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」等チェック表におい

て算定した数が７０以上の場合に加算されます。 

サービス提供体制強化

加算（Ⅰ） 
２２円／日 

介護職員のうち介護福祉士が８０％以上、もしくは勤続

１０年以上の介護福祉士が３５％以上の場合に加算されま

す。 

介護職員処遇改善加算 ｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×29÷1,000｝円／月 

介護職員等特定処遇改

善加算 
｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×21÷1,000｝円／月 

 

（４）その他の費用 

項 目 利用者負担金額 概  要 

テレビ利用料 ７００円／月 テレビ１点につき。 

管理料 ５００円／月 冷蔵庫等の電気製品１点につき。 

日用品費 ９０円／日 

石けん、シャンプー、ティッシュペーパー、バスタオル、

おしぼり等の費用であり、施設で用意する物を利用され

る場合にお支払い頂きます。 

洗濯代 実費 私物の洗濯を依頼された場合にお支払い頂きます。 

特別な食事 実費 
通常の食事に加えて食事サービスが必要な場合にお支払

い頂きます。 

理容・美容代 実費 
施設に出入りの業者に調髪を依頼された場合にお支払い

頂きます。 

教養娯楽費 実費 

クラブやレクリエーションで使用する折り紙、粘土等の

材料及び遊具、ビデオソフト等の費用であり、施設で用

意する物を利用頂く場合はお支払い頂きます。 

行事費 実費 
お茶会やドライブ、観劇等の費用や講師を招いて実施す

る各教室の費用で、参加された場合にお支払い頂きます。 

健康管理費 実費 
インフルエンザ予防接種に係る費用で希望された場合

や、その他必要な検診にかかる費用をお支払い頂きます。 

死亡診断書 ５,０００円 利用者の希望によって使用される診断書等の文書の発行

費。尚、その際に掛かる検査等の費用につきましては、

別途お支払い頂きます。 
診断書等の文

書発行費 
３,０００円 

 

 


